
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
衛
生
試
験
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　

則 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、

　

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

一
九

〇
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
薬　

務　

課
）　

二
〇

 
規

則

　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
九
号

　
　
　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

衛
生
技
術
者
養
成
施
設
授
業
料
減
免
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
で
あ
る
」
の
下
に
「
と
施
設
長
が
認
め
る
」
を
加

え
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

経
済
的
理
由
に
よ
り
授
業
料
の
納
入
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
学
業
成
績
が
優
良
で
あ
る
と
施
設
長
が
認
め
る

場
合

　

第
四
条
第
三
項
中
「
四
分
の
一
」
の
下
に
「
又
は
八
分
の
一
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
号

　
　
　

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
の
施
行
に
関
し
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
）
及
び
社

会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。）

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
登
録
の
申
請
）

第
二
条　

法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
（
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す

る
申
請
書
の
様
式
は
、
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
（
登
録
特
定
行
為
事
業
者
）
登
録
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
と
す

る
。

　

（
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
の
変
更
等
の
届
出
）

第
三
条　

法
第
四
十
八
条
の
六
第
一
項
（
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に

よ
る
変
更
の
届
出
は
、
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
（
登
録
特
定
行
為
事
業
者
）
変
更
登
録
届
出
書
（
様
式
第
二
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
四
十
八
条
の
六
第
二
項
（
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る

辞
退
の
届
出
は
、
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
（
登
録
特
定
行
為
事
業
者
）
登
録
辞
退
届
出
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
の
登
録
等
の
公
示
）

第
四
条　

法
第
四
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
の
登
録
番
号

　

二　

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称

　

三　

登
録
に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　

四　

実
施
す
る
喀
痰
吸
引
等
の
内
容

　

五　

登
録
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
登
録
の
年
月
日

（1）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 
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(毎週火，金曜日発行)



　

六　

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の
年
月
日

　

七　

辞
退
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
辞
退
の
年
月
日

　

八　

登
録
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
の
年
月
日

　

九　

喀
痰
吸
引
等
業
務
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
業
務
の
停
止
の
期
間

　

（
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
の
交
付
の
申
請
）

第
五
条　

省
令
附
則
第
五
条
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
第
一
号
研
修
（
省
令
附
則
第
十
三
条
第
一
号
イ
の
第
一

号
研
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
第
二
号
研
修
（
同
条
第
一
号
ロ
の
第
二
号
研
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
課

程
を
修
了
し
た
者
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
交
付
申
請
書
（
第
一
号
、
第
二
号
研
修
修
了
者
）

（
様
式
第
四
号
）
と
し
、
第
三
号
研
修
（
同
条
第
一
号
ハ
の
第
三
号
研
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
課
程
を
修
了

し
た
者
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
交
付
申
請
書
（
第
三
号
研
修
修
了
者
）（
様
式
第
五
号
）

と
す
る
。

２　

法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
の
様
式
は
、
第
一
号
研
修
又
は
第
二
号

研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
と
知
事
が
認
定
し
た
者
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
（
第
一
号
、
第

二
号
研
修
修
了
者
）（
様
式
第
六
号
）
と
し
、
第
三
号
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
と
知
事
が
認
定
し
た
者
に
あ
っ
て

は
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
（
第
三
号
研
修
修
了
者
）（
様
式
第
七
号
）
と
す
る
。

　

（
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
の
変
更
の
届
出
）

第
六
条　

省
令
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
変
更
届
出
書
（
様

式
第
八
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
七
条　

省
令
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
再
交
付
申
請
書
の
様
式
は
、
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
再

交
付
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）
と
す
る
。

　

（
登
録
研
修
機
関
の
登
録
の
申
請
）

第
八
条　

省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
登
録
研
修
機
関
登
録
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）

と
す
る
。

　

（
登
録
研
修
機
関
の
登
録
の
更
新
）

第
九
条　

法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
は
、
登
録
研
修
機
関
登
録
更
新
申
請
書
（
様
式
第
十
一

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
研
修
機
関
の
変
更
の
届
出
）

第
十
条　

法
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
登
録
研
修
機
関
変
更
登
録
届
出
書
（
様
式
第
十
二
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
研
修
機
関
の
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
十
一
条　

省
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
登
録
研
修
機
関
休
廃
止
届
出
書
（
様
式
第
十
三
号
）
と

す
る
。

　

（
登
録
研
修
機
関
の
登
録
等
の
公
示
）

第
十
二
条　

第
四
条
の
規
定
は
、法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
四
条
第
一
号
中
「
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
研
修
機
関
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
喀
痰
吸
引
等

の
内
容
」
と
あ
る
の
は
「
喀
痰
吸
引
等
研
修
の
課
程
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
辞
退
」
と
あ
る
の
は
「
喀
痰
吸
引
等

研
修
の
業
務
の
休
廃
止
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
喀
痰
吸
引
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
喀
痰
吸
引
等
研
修
の
業
務
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
特
定
行
為
事
業
者
の
登
録
等
の
公
示
）

第
十
三
条　

第
四
条
の
規
定
は
、
法
附
則
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る

公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
第
一
号
中
「
登
録
喀
痰
吸
引
等
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
登
録
特
定
行
為
事
業
者
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
喀
痰
吸
引
等
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
為
」
と
、
同
条
第
九
号

中
「
喀
痰
吸
引
等
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
為
業
務
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

（
研
修
修
了
者
と
同
等
以
上
の
知
識
等
を
有
す
る
者
の
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
の
交
付
の
申
請
等
）

第
十
四
条　

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令

第
百
二
十
六
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
様
式
は
、
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
（
経

過
措
置
）
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
四
号
）
と
す
る
。

２　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十

二
号
）
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
の
様
式
は
、
第
五
条
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
（
経
過
措
置
・
不
特
定
多
数
の
者
対
象
）（
様
式
第
十
五

号
）
又
は
認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
認
定
証
（
経
過
措
置
・
特
定
の
者
対
象
）（
様
式
第
十
六
号
）
と
す
る
。

　

（
委
任
）

第
十
五
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（5）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様式第３号（第３条関係）
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年 月 日
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年 月 日
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号外第17号　平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）

様式第８号（第６条関係）

年 月 日



（11）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様式第９号（第７条関係）

年 月 日

〇印 



号外第17号　平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （12）

様式第10号（第８条関係）

年 月 日

〇印 



（13）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様式第11号（第９条関係）

年 月 日

〇印 



号外第17号　平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （14）

陰

隠

韻

吋

右

陰

隠

韻

吋

右

様式第12号（第10条関係）

年 月 日

〇印 



（15）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様式第13号（第11条関係）

年 月 日

〇印 



号外第17号　平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）

様式第14号（第14条関係）

年 月 日



（17）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様式第15号（第14条関係）



号外第17号　平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）

様式第16号（第14条関係）



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
の
指
定
の
変
更
）

第
二
条
の
二　

法
第
七
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
の
申
請
は
、
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

指
定
変
更
申
請
書
（
様
式
第
一
号
の
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 
（19）　 平成24年３月30日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第17号　　 

様
式
第
１
号
の
２
（
 第
２
条
の
２
関
係
）

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
指
定
変
更
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
殿

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）　
　
　
　

 
申
請
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
　

 
（
法
人
に
あ
っ
て
は
，
名
称
及
び
代
表
者
の
職
氏
名
）　
　
　

　
次
の
と
お
り
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
者
の
指
定
の
変
更
を
申
請
し
ま
す
。

介
護
保
険
事
業
所
番
号

名
　
　
称

申
請
に
係
る
事
業
所

所
 在
 地

要
介
護
者

利
用
者
の
推
定
数

（
要
介
護
者
及
び
要
支
援
者
の
そ

れ
ぞ
れ
に
係
る
推
定
数
を
明
示
）

要
支
援
者

（
変
更
後
）

（
変
更
前
）

利
用
者
の
定
員

名
　
　
称

受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
事

業
を
行
う
事
業
所

（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
場
合
）
所
 在
 地

名
　
　
称

受
託
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特

定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
場
合
）
所
 在
 地

主
な

診
療
科
名

名
称

協
力
医
療

機
関

主
な

診
療
科
名

名
称

主
な

診
療
科
名

名
称

名
称

協
力
歯
科
医
療
機
関

（
定
め
て
い
る
場
合
）

備
考
　
以
下
の
書
類
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
�
　
建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
面
図
（
各
室
の
用
途
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。）
並
び
に
設
備
の
概
要

　
　
�
　
当
該
申
請
に
係
る
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

�
　
協
力
医
療
機
関
と
の
契
約
の
内
容
（
協
力
歯
科
医
療
機
関
が
あ
る
と
き
は
，
当
該
協
力
歯
科
医
療
機
関

と
の
契
約
の
内
容
を
含
む
。）



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

15

　

別
表
中
「  0  万

円
147

」
を
「   万

円

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
の
入
院
に
係
る
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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